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合同パトロール実施港

日本埋立浚渫協会九州支部安全委員会のメンバー

　みなさん、こんにちは。日本埋立浚渫協会九州
支部安全委員会と申します。私たちは国直轄港湾
工事の安全管理の向上を目指すとともに、メンバー
同士が意見を交換し合い、安全の指導能力のレベル
アップも期待し活動しています。縁の下の力持ち的
な地道な活動ですが少し紹介したいと思います。
　主要な活動が合同安全パトロールです。九州地
方整備局から発注されている港湾海岸工事のほぼ
全ての工事を、九州地方整備局港湾空港部と合同
で年 2回（上期 7 〜 8 月、下期 10 〜 11 月）パトロー
ルしています。九州は海岸線も長く、それだけ港
の数も多く、北は下関港、北九州港から南は志布
志港、指宿港、離島では厳原港（対馬）、名瀬港（奄
美大島）まで二十数港もあります。それらの港で行
われている工事（毎年60現場程度）をくまなくパト
ロールし、安全に関わる法令の指導やより安全に
工事を進める上での提案等を行っています。
　安全委員会は会員 10 社、それぞれの会社で安全

衛生に携わって
いるメンバー及
び事務局、総勢
11 名で組織され
ています。この
メンバーがスケ
ジュールを調整
しあい、3 名を 1
班とし九州一円
をパトロールし
て回っています。
トラブル等で急

に参加できなくなったメンバーが生じた時でもお
互いが声を掛け合い調整し実施しています。
　パトロールを受ける現場からは「埋浚が来る
ぞ !」、「安全のプロ集団」などと恐れられているよ
うな気がしますが、安全管理面の問題や分らない
ことなどを現場の立場に立って指導してくれると
いうことで感謝されるようにもなってきています。
また、地元業者の安全意識の向上は目覚ましく逆
に私たちメンバーの方が良いアドバイスをもらえ
るような現場も増えてきています。
　安全パトロール以外の活動では教育活動、勉強
会などを行っています。
　福岡労働局との意見交換の場として毎年、安全

連絡会議を開催しています。労働行政の現状、解りづ
らい法改正の解釈などについて確認し合っています。
　マリコン及び福岡県の海上工事を主体とする事業主
を対象に、工事の安全推進を決起する場として安全推
進会議を毎年開催しています。九州地方整備局及び福
岡労働局からの安全講話や、我々の安全活動の成果報
告などを通じ、会員の安全に対する意識高揚を図って
います。港湾工事に携わる各社職員を対象に毎年、安
全講習会も行っています。これには約 70 社 170 名程
度、また、ご当局からも 20 名程参加いただいています。
その他、各港に設置されている安全協議会や港湾空港
総合技術センター（SCOPE）九州支部で実施している教
育活動へも講師を派遣しています。
　現場が安全に関して求める情報は何か、安全管理の
向上や安全意識の高揚に働きかける活動で我々がやれ
ることは何かなど、いろいろ話し合いながら活動の実
効性を高めていきたいと考えています。平均年齢が
60 歳と若くないメンバーですが、次の世代に安全・安
心で働ける職場環境を残していけたらと思っていま
す。今後とも皆様方のご支援、ご指導をよろしくお願
いします。

日本埋立浚渫協会・支部安全委員会だより

　前回までは、コンプライアンスの状況、企業の
コンプライアンスについて紹介してきましたが、
今回からは、建設業法の規定に基づく適切な元下
関係、現場施工を説明します。
　近年、建設業法関係においてコンプライアンス
の重大な事件といえば、平成 26 年 11 月に発覚し
た横浜市のマンション基礎杭工事問題です。この
問題は、杭のデータ偽装だけにとどまらず、新た
な事実が発覚するにつれ、建物の安全性、業界に
対する信頼性を揺るがしました。この問題を受け、
中央建設業審議会等の基本問題小委員会におい
て、基礎杭工事問題の背景にあると考えられる元
請下請の責任役割の明確化など建設業の構造的課
題について、所要の対策の方向性を議論し、平成
28 年 6 月に中間とりまとめがなされ、現在も、検
討が続いています。
　この基礎杭問題については、1 次下請、2 次下
請は、いずれも工事現場に専任の技術者を設置せ
ず、一括下請をしたことについて、指示処分と営
業停止処分（15日間）を受けました。また、元請は、
そうした事実を認識しながら、指導・是正に努め
ることをせず、通報もしなかったとして元請責任
が問われ指示処分を受けました。

　そこで、今回は基礎杭問題に関連した法令順守
について説明をしたいと思います。
　まず、一括下請の禁止（建設業法第 22 条）です。
工事の全部または、主たる部分を一括して他の者
に請け負わせることは一括下請に当たり、禁止さ
れています。
　何が一括下請に当たるかは、実質的関与がある
か否かがメルクマールとなります。
　具体的には、①施工計画の作成②工程管理③品
質管理④安全管理などについて自ら実際に行うこ
とが必要です。

　中間とりまとめを受け、国土交通省では、単に
工場製品だけを扱う実質的に施工に携わらない企
業を施工体制から排除し、不要な重層化を回避す
るため、元請、下請それぞれが果たすべき役割を
具体的に定め一括下請禁止の判断基準を明確にし
た通知（平成 28 年 10 月 14 日付）を出したところで
すので、確認をお願いします。一括下請禁止につ
いては、基礎杭問題のように指示処分なしで営業
停止処分等が科せられることがある重い規定です。

　次に元請責任です。建設工事において、法令順
守を徹底するため、特定建設業者に課せられてい
るのが元請責任です。建設業法第24条の６により、
特定建設業者は、建設業法等について末端までの
すべての下請人に対する指導義務を負います。下
請が応じない場合は行政庁へ通報し、違反是正に
努めなければなりません。自分がやっていないか
らでは済まされません。注意が必要です。

　次回は、マンション基礎杭工事問題に関連した
現場施工関係の法令について説明します。
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